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『
陽
明
学
』
和
文
原
稿
投
稿
要
領

投
稿
規
定

　

１　

論
文
の
内
容
は
、
陽
明
学
を
中
心
と
す
る
学
術
的
論
究
と
す
る
。
原
稿
の
種
類
は
、「
論
文
」「
研
究
ノ
ー
ト
」「
資
料
紹
介
」「
書
評
」「
そ

の
他
」
と
し
、
投
稿
時
に
明
記
す
る
。

　

２　

原
稿
は
、
原
則
と
し
て
日
本
語
と
し
、
未
公
開
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
口
頭
で
発
表
し
、
こ
れ
を
初
め
て
論
文
に
ま
と
め
た
も
の

は
未
公
開
と
み
な
す
。

　

３　

原
稿
は
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
と
す
る
。
手
書
き
原
稿
は
認
め
な
い
。
原
稿
枚
数
は
、
本
文
・
注
・
図
版
な
ど
を
含
め
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

用
紙
サ
イ
ズ
は
Ａ
４
版
、
１
行
30
字
、
毎
ペ
ー
ジ
40
行
、
文
字
は
10
・
５
ポ
イ
ン
ト
を
用
い
、
18
ペ
ー
ジ
以
内
（
厳
守
）
と
す
る
。
論

文
以
外
の
原
稿
に
つ
い
て
は
特
に
下
限
を
設
け
な
い
が
、
上
限
は
論
文
枚
数
に
準
じ
て
18
ペ
ー
ジ
以
内
（
厳
守
）
と
す
る
。

　

４　

原
稿
に
は
、
連
絡
先
（
住
所
・
電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）、
所
属
先
・
職
位
・「
要
旨
」、
及
び
「
中
文
題
目
」
を
添
付
す
る
。
な

お
「
要
旨
」
は
、８
０
０
字
程
度
（
別
に
キ
ー
ワ
ー
ド
５
語
を
指
示
）
と
す
る
（「
研
究
ノ
ー
ト
」「
資
料
紹
介
」「
書
評
」
は
、「
要
旨
」「
キ

ー
ワ
ー
ド
」
不
要
）。

体
裁
・
表
記
等

　

１　

原
稿
は
縦
書
き
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
横
書
き
も
可
と
す
る
。

　

２　

引
用
文
は
、
原
文
・
訓
読
文
・
訳
文
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
。
た
だ
し
、
訓
読
文
・
訳
文
の
場
合
は
、
該
当
す
る
原
文
を
本
文
中
に
併
記
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す
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
引
用
文
の
原
文
は
正
漢
字
、
訓
読
文
・
訳
文
は
常
用
漢
字
と
す
る
。
中
国
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
は
、
執

筆
者
の
判
断
に
委
ね
る
が
、
同
一
論
文
中
に
あ
っ
て
は
、
ウ
ェ
ー
ド
式
・
漢
語
拼
音
方
案
等
、
な
ん
ら
か
の
統
一
が
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

　

３　

注
は
各
章
・
節
ご
と
に
つ
け
ず
、
通
し
番
号
を
施
し
て
本
文
の
末
尾
に
ま
と
め
る
こ
と
。
割
注
は
認
め
な
い
。

著
作
権

　

１　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
て
の
著
作
物
は
、
電
子
化
媒
体
に
よ
っ
て
複
製
、
公
開
し
、
公
衆
に
送
信
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
て
の
著
作
物
の
著
作
権
は
、
原
則
と
し
て
二
松
学
舎
大
学
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
陽
明
学
研
究

セ
ン
タ
ー
に
帰
属
す
る
。

　

３　

著
作
権
に
関
す
る
問
題
処
理
は
、
著
作
者
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

原
稿
提
出

　

１　

原
稿
は
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
デ
ー
タ
及
び
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
を
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
提
出
す
る
。

本
研
究
セ
ン
タ
ー
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

yangm
ing@

nishogakusha-u.ac.jp

採
用

　

１　

投
稿
論
文
は
、
陽
明
学
研
究
セ
ン
タ
ー
が
審
査
を
行
う
。
掲
載
に
つ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
運
営
委
員
会
が
最
終
的
な
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採
否
を
決
定
す
る
。

校
正

　

１　

執
筆
者
校
正
は
再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
時
の
加
筆
・
修
正
は
初
校
段
階
に
限
り
、
必
要
最
小
限
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
認
め
る
。

抜
刷

　

１　

執
筆
者
に
は
、
掲
載
論
文
誌
５
部
、
抜
刷
30
部
を
進
呈
す
る
。
た
だ
し
、
抜
刷
の
追
加
を
希
望
す
る
場
合
は
事
前
申
し
出
を
必
要
と
し
、

実
費
を
徴
収
す
る
。

（
二
〇
一
八
年
四
月
制
定
）

（
二
〇
二
二
年
四
月
改
定
）




